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◆
議
　
長
　
柏
倉
恵
里
子
氏

◆
副
議
長
　
村
川
　
毅
　
氏

◆
監
査
委
員
の
選
任

　

議
会
選
出
の
監
査
委
員
に

辻
義
雄
議
員
が
選
任
さ
れ
ま

し
た
。

◆�

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第

二
号
）

　

令
和
五
年
度
一
般
会
計
予

算
に
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
四

千
九
百
三
十
九
万
五
千
円
が

追
加
さ
れ
、
予
算
総
額
五
十

五
億
三
千
九
百
五
十
四
万
五

千
円
と
な
り
ま
し
た
。

　

補
正
の
お
も
な
も
の
は
歳

入
に
町
債
、
繰
入
金
の
追
加

な
ど
、
歳
出
に
町
営
住
宅
建

設
に
伴
う
工
事
請
負
費
の
追

加
な
ど
で
す
。

◆�

介
護
保
険
特
別
会
計
補
正

予
算
（
第
一
号
）

　

令
和
五
年
度
介
護
保
険
特

別
会
計
予
算
に
歳
入
歳
出
そ

れ
ぞ
れ
九
十
五
万
八
千
円
が

追
加
さ
れ
、
予
算
総
額
八
億

九
千
二
百
七
十
万
五
千
円
と

な
り
ま
し
た
。

◆�

公
共
下
水
道
事
業
特
別
会

計
補
正
予
算
（
第
一
号
）

　

令
和
五
年
度
公
共
下
水
道

事
業
特
別
会
計
予
算
に
歳
入

歳
出
そ
れ
ぞ
れ
二
千
二
百
万

円
が
追
加
さ
れ
、
予
算
総
額

七
億
六
千
百
六
十
万
三
千
円

と
な
り
ま
し
た
。

◆�

水
道
事
業
会
計
補
正
予
算

（
第
一
号
）

　

収
益
的
収
入
に
一
千
七
百

七
十
一
万
円
が
追
加
さ
れ
、

予
算
総
額
二
億
八
千
七
万
八

千
円
に
。
収
益
的
支
出
に
一

千
六
百
十
万
円
が
追
加
さ

れ
、
予
算
総
額
二
億
八
千
七

百
九
十
二
万
八
千
円
と
な
り

ま
し
た
。

　

ま
た
、
資
本
的
収
入
に
七

百
万
円
が
追
加
さ
れ
、
予
算

総
額
五
千
六
百
四
十
七
万
六

千
円
に
。
資
本
的
支
出
に
六

百
万
円
が
追
加
さ
れ
、
予
算

総
額
八
千
七
百
三
万
円
と
な

り
ま
し
た
。

◆�

町
税
条
例
の
一
部
改
正

（
専
決
処
分
）

　

地
方
税
法
の
一
部
改
正
に

伴
い
、
町
税
条
例
の
一
部
が

改
正
さ
れ
ま
し
た
。

◆�

町
国
民
健
康
保
険
税
条
例

の
一
部
改
正（
専
決
処
分
）

　

地
方
税
法
施
行
令
の
一
部

改
正
に
伴
い
、
町
国
民
健
康

保
険
条
例
の
一
部
が
改
正
さ

れ
ま
し
た
。

◆�

令
和
四
年
度
一
般
会
計
補

正
予
算
（
第
十
六
号
　
専

決
処
分
）

　

令
和
四
年
度
一
般
会
計
予

算
に
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
二

億
五
千
二
百
六
十
四
万
五
千

円
が
追
加
さ
れ
、
予
算
総
額

七
十
一
億
三
千
百
八
十
九
万

九
千
円
と
な
り
ま
し
た
。

　

補
正
の
お
も
な
も
の
は
、

歳
入
に
地
方
交
付
税
の
追
加

な
ど
、
歳
出
に
財
政
調
整
基

金
積
立
金
の
追
加
な
ど
で

す
。

◆�

令
和
四
年
度
後
期
高
齢
者

医
療
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
二
号
　
専
決
処
分
）

　

令
和
四
年
度
後
期
高
齢
者

医
療
特
別
会
計
予
算
に
歳
入

歳
出
そ
れ
ぞ
れ
一
万
円
が
追

加
さ
れ
、
予
算
総
額
一
億
五

百
三
万
三
千
円
と
な
り
ま
し

た
。

２０２３・５・１２開会

第２回町議会臨時会が５月12日に開
かれ、正副議長の選任のほか、同意１件、
議案４件、承認４件等について審議しま
した。
主な審議内容は、次のとおりです。

第２回町議会臨時会

マイナンバーカードをつくろう！マイナンバーカードをつくろう！
マイナンバーカードとは、顔写真付きのカードで、マイナンバーの他、氏名・住所・生年月日・性別が

記載されています。交付手数料は無料！！対面でも、オンラインでも使える公的な本人確認書類です。

　“スマホをお持ちでない方”�“写真がない方”�は役場に来て頂くだけで、写真撮影から申請まですべてこちらでサポートし
ます！もちろん、“スマホは持っているけど申請の仕方がわからない”�などの場合もサポートします！�“ご自宅でスマホか
ら申請したいけど、ＱＲコード付き交付申請書（申請ＩＤが記載されているもの）がない方”�は、町民課までお電話くださ
れば、ご自宅に申請書を送付しますので、気軽にお電話ください。（窓口申請の方で郵送をご希望される場合は、申請時に
本人確認書類、通知カードをお持ちください。本人限定受取郵便で発送します。）

６月25日（日）は、休日窓口を開設します。時間： 8：30～12：00
※休日窓口は、マイナンバーカードの交付も行っております。

様々な手続きでマイナンバーの
提示を求められた時も

本人確認書類として利用本人確認書類として利用
・写真付き本人確認書類が
必要な時にも！

・運転免許証やパスポート
と同様に！

☆マイナンバーの提示と、
本人であることの確認を
１枚で済ませられる！

☆金融機関での口座開設
などにも使える！

☆マイナンバーカードはセキュリティも万全！
POINT　�①なりすましはできません　②プライバシー性の高い個人情報は入っていません　③電子証明書を使うため、オン

ラインでの利用にはマイナンバーは使われません　④マイナンバーを見られても悪用は困難です

役場町民課では、申請のサポートをしています

マイナンバーカードについてのお問い合わせ先　町民課戸籍医療年金係　（☎２－２４５３）
マイナポイントについてのお問い合わせ先　　　まちづくり推進課　　　（☎２－２４５０）

マイナポイントの申込みはお済みですか？　ポイント申請の期間が延長されました！
2023年2月末までに、マイナンバーカードの交付申請をした方、既にカードをお持ちの方はマイナポイントの付与対象

です！申込みし、2023年９月末までにチャージ又はお買い物をすることで、最高20,000円分のポイントを受け取ることが
できます。（※ポイントの申込みも役場でサポートしています！手続きに時間がかかるため、お待ちいただくことがあります。）


